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印西市生活困窮者自立相談支援・被保護者就労支援業務委託プロポーザル実施要領 
 

１ 目的 

 この要領は、印西市生活困窮者自立相談支援・被保護者就労支援業務（以下「業務」

という。）の受託候補者を公募型プロポーザル方式（以下「プロポーザル」という。）

により選考するため必要な事項を定める。 

 
２ 業務概要 
（１）業務名 

印西市生活困窮者自立相談支援・被保護者就労支援業務委託 
（２）業務内容 

別添「印西市生活困窮者自立相談支援・被保護者就労支援業務委託仕様書」（以

下「仕様書」という。）のとおり 
（３）委託期間 
   契約日の翌日から令和６年３月３１日 

・準備期間  契約日の翌日から令和３年３月３１日 
・本履行期間 令和３年４月１日から令和６年３月３１日 

（４）事業場所 印西市大森２５５１－４ 
（５）委託料上限額 
   委託料の上限額は、次のとおりとする。 
   令和２年度           ０円 

令和３年度  ４３，９８４，６００円（消費税及び地方消費税を含む。） 
   令和４年度  ４４，６０６，１００円（消費税及び地方消費税を含む。） 
   令和５年度  ４４，７８２，１００円（消費税及び地方消費税を含む。） 
   総   額 １３３，３７２，８００円（消費税及び地方消費税を含む。） 
   提案に際しては、年度ごとに、この上限額の範囲内で提案額を提示すること。 
   なお、提案額の提示に当たっては、消費税の税率を１０％で積算するものとす

る。 
 
３ 参加資格等 
（１）参加資格 
  プロポーザルに参加する者は、次の要件をすべて満たすものとする。 
①本事業の趣旨を十分に理解した上で委託業務を実施できる団体（法人）である

こと。 
②地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当し

ない者。 
③国税及び地方税を滞納していない者。 

④会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第



2 
 

２２５号）に基づき、更生手続又は民事再生手続の開始の申立てがなされてい

ない者。 

⑤法人代表者及び法人の役員等が、暴力団員等若しくは暴力団員等と密接な関係

を有する者でないこと。 

⑥法人代表者及び法人の役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する

法律（平成３年法律第77号）第３２条第１項各号に掲げる者でないこと。 

 

（２）共同事業体による申請 

   参加表明に当たっては、以下のとおり複数の団体から構成される共同事業体に

より申請することができる。 

ただし、申請後の代表団体及び構成団体の変更は、原則として認めない。また、

共同事業体の構成員又は単独で申請した団体が、他の共同事業体の構成員になる

ことはできない。 

なお、共同事業体における各構成団体は、本業務の遂行に伴い、当該共同事業

体が負担する責務の履行に関し、連帯責任を負う。 

①共同事業体の名称 

   各構成団体の名称とは別に、共同事業体の名称を定めること。 

②代表団体 

 各構成団体から代表団体（１団体）を定めること。 

   市から申請者への通知・連絡等は、代表団体に行う。 

   各構成団体から代表団体に対して次の事項を委任するものとし、様式３を提出

すること。 

ア）印西市との折衝に関すること 

イ）応募申請に関すること 

ウ）契約締結に関すること 

エ）委託料の請求及び受理に関すること 

オ）他関係団体との調整に関すること 

カ）共同事業体に属する財産に関すること 

キ）その他、プロポーザルの応募、契約の締結に関する一切の権限 

また、各構成団体で協議の上、本事業に関する役割分担や費用分担などを

明確にし「共同事業体協定書」を締結し、写しを提出すること。 

③共同事業体における資格要件 

全構成団体が本実施要領の「２ 参加資格等（１）参加資格」を満たしている

ことが条件となる。（要件確認のための提出書類についても全構成団体の書類を

提出すること。） 
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４ 実施スケジュール 

本プロポーザルの実施スケジュールは次のとおりとする。 

 内 容 期日・期間等 

１ 公募開始日 令和２年11月16日（月） 

２ 質問受付期間 令和２年11月16日（月） ～ 11月20日（金）17時まで 

３ 質問回答日 令和２年11月26日（木）   

４ 参加申請書等受付期間 令和２年11月16日（月） ～ 11月30日（月）17時まで 

５ 参加資格確認結果通知日 令和２年12月 3日（木）   

６ 企画提案書等受付期間 令和２年12月 7日（月） ～ 12月18日（金）17時まで 

７ 審査（プレゼンテーション） 令和３年 1月18日（月）   

８ 審査結果通知日 令和３年 1月下旬     【予定】 

９ 契約締結日 令和３年 2月上旬     【予定】 

※スケジュールについては、都合により変更となる場合がある。その場合は本市

ホームページにおいて告知する。 

 
５ 質問及び回答 

 本プロポーザルに関する質問及び回答は、以下のとおりとする。なお、受付期間以

外に提出された場合、指定の方法によらない場合又は明らかに参加資格を満たさない

と認められる場合は、質問には回答しない。 

（１） 質問の提出方法 

  質問がある場合は、「別紙１ 質問書」に質問事項を記載の上、電子メールで、

「１４ 担当事務局」に記載の電子メールアドレスに送付するとともに、電話によ

る着信確認をすること。 

（２）受付期間 

  令和２年１１月１６日（月）から令和２年１１月２０日（金）１７時まで 

（３）回答方法 

  質問及び回答は、令和２年１１月２６日（木）に本市ホームページ上にて公開す

る。なお、質問が無かった場合もその旨を示すので必ず確認すること。 

 

６ 参加申請の手続き 

 本プロポーザルへの参加を希望する者は、次のとおり書類を提出すること。 

（１）提出書類 

  ①参加申請書（単独：様式１、共同：様式２） 

  ②共同事業体に関する委任状（様式３）【共同事業体のみ作成】 

  ③共同事業体協定書の写し      【共同事業体のみ作成】 

  ④誓約書（様式４） 

⑤法人の概要説明書（様式５） 
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  ⑥法人の事業実績（様式６） 

  ⑦関係書類 

  （ア）定款、寄付行為、規約又はこれに類する書類 

  （イ）法人の登記事項証明書（申請日の３か月以内に発行されたもの） 

 （ウ）申請日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書及び決算諸表 

     （貸付対照表、損益計算書、財産目録） 

  （エ）法人納税証明書（国税、地方税）※直近のもの 

（２）受付期間 

令和２年１１月１６日（月）から令和２年１１月３０日（月）１７時まで 

（３）提出方法 

「１４ 担当事務局」まで持参又は郵送（受付期間内必着）とする。 

(４）提出部数等 

   ①～⑦の順序で製本し、インデックスを付けＡ４ファイルで提出すること。ま

た、ファイルの表紙には「印西市生活困窮者自立相談支援・被保護者就労支援業

務委託」「参加申請書」及び法人名を、背表紙には「参加申請書」及び法人名を

表示すること。 

  正本１部（代表者印を押印したもの） 

  副本１０部（正本の写し） 

     

７ 参加資格結果 

  提出された参加申請書等により、担当課において参加資格確認を行う。 

  参加資格確認結果は、令和２年１２月３日（木）に参加申請書記載の 

 電子メールアドレス宛に電子メールにて通知する。 

 

８ 企画提案書の提出 

  参加資格を認められた者は、プロポーザルに関する企画提案書を、次のとおり 

提出すること。 

（１）提出書類 

   ①企画提案書（様式７） 

   ②企画提案書内容【様式任意】 

   様式７（参考様式）の項目順に作成すること。 

   企画提案内容については、以下の項目に留意して作成すること。 

   ア）提案は原則として一案とするが、部分的に複数案提示することは認める。 

   イ）仕様書等を踏まえて記載すること。 

   ウ）Ａ４縦版とし、両面印刷で３０ページ以内、文字サイズは１２ポイント以 

上（図表、画像を除く）、左右に２０ｍｍ以上の余白を設定し、ページ番 

号を付すること。なお、やむを得ない事由によりＡ４サイズに収まらない

場合は、Ａ３サイズを使用することとし、片面横折り込みとする。 
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   ③各支援員の資格・実績を証する書類（受託後雇用の場合は雇用計画）(任意様

式） 

④見積書【様式任意】 

   ア）「２（５）委託上限額」を踏まえ、Ａ４縦版とし、税込み金額で年度ごと

の提案額及び３か年の総提案額を明示すること。また、単価や人工等の積

算の内訳を項目ごとに記載すること。 

（２）受付期間 

    令和２年１２月７日（月）から令和２年１２月１８日（金）１７時まで 

（３）提出方法 

    「１４ 担当事務局」まで持参又は郵送（受付期間内必着）とする。 

（４）提出部数等 

    提出書類①～④の順序で製本し、インデックスを付けＡ４ファイルで提出す 

る。 

また、ファイルの表紙には「印西市生活困窮者自立相談支援・被保護者就労 

支援業務委託」「企画提案書」及び法人名を、背表紙には「企画提案書」及び 

法人名を表示すること。 

   正本１部（代表者印押印のもの） 

   副本１０部（正本の写し） 

(５）参加辞退 

参加資格が認められた者で、企画提案書等の提出を行わない者は、辞退届【様 

式８】を令和２年１２月１８日（金）１７時までに持参又は郵送（必着）にて

提出すること。 

 

９ 審査（プレゼンテーション） 

 提出された企画提案書等により、審査（プレゼンテーション）を行う。 

（１）日時 

令和３年１月１８日（月） 

実施時間については、令和２年１２月２３日（水）（予定）に、メールにて通

知する。 

なお、順番は企画提案書提出順とする。 

（２）場所 

 印西市役所会議棟２階 ２０４会議室 

※控室は２０２会議室とする。 

（３）１者当たりの所要時間 

  ・準備５分 

  ・企画提案プレゼンテーション２０分以内 

  ・企画提案に対する質疑等１５分程度 

（４）内容説明 
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   企画提案書等に基づく説明を行うこと。 

（５）参加人数 

５名以内とする。 

（６）その他 

① パソコン等の電子機器を利用する場合は、事前に本市に連絡すること。この

場合、プロジェクター及びスクリーンは本市で用意し、パソコン等のその他の

機器は提案者が持参すること。 

なお、プレゼンテーションは企画提案書に基づき実施し、資料の追加や差し 

   替えは認めない。 

  ② 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、参加者はマスク又はフェイス

シールドを着用すること。 

  ③ 新型コロナウイルス感染症の発生状況によっては、参加者に連絡の上、審査

（プレゼンテーション）の実施方法を変更する場合がある。 

 

１０ 受託候補者の選定 

   委員会による企画提案書及びプレゼンテーションに基づく審査を経て、受託候

補者を選定する。 

（１）選定基準 

   委員会において「別紙２ 審査基準」に基づき審査を行い、最高点を得た者を

受託候補者として選定する。なお、「別紙２ 審査基準」に記載の最低基準点を

超えない提案者は失格とする。 

（２）結果通知 

   結果については令和３年１月下旬頃に、結果にかかわらず、書面にて通知する。 

（３）参加申請者が１者の場合 

   参加申請者が１者の場合でも、原則として審査（プレゼンテーション）を行い、

委員会がその企画提案書等について、本実施要領や仕様書等を満たすと判断した

場合は、その１者を受託候補者として選定する。 

（４）合計点が同点の場合 

合計点が同点となった場合は、次の順序で上位者を決定する。 

① 審査基準の「実施体制及び組織体制」と「対象者の把握、支援方法」の合計の

評価が高い方 

② 委員会の合議による。 

（５）その他 

審査の経緯や審査内容に関しての質疑及び審査結果に対する異議は受け付

けない。 

 

１１ 契約の締結 

 受託候補者として選定された者と契約締結の協議を行う。原則として企画提案書等
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に記載した内容や、審査で説明、質疑に対して回答した内容は、本業務の仕様として

位置付けるものとする。ただし、本業務の目的を達成するため、受託候補者との協議

により項目を追加、変更及び削除することがある。また、見積額を超えない範囲で、

契約内容及び契約額等の調整を行うことがある。なお、協議が不調となった場合は、

次点候補者と協議を行うものとする。 

 

１２ 失格事項 

 次の各号に該当した場合は失格とする。 

（１） 本実施要領に定める参加資格の要件等を満たさなくなった場合 

（２） 提出書類の受付期間中に所定の書類が提出されなかった場合 

（３） 本実施要領に定める事項に適合しない行為があった場合 

（４） 提出書類の受付期間中に所定の書類が提出されなかった場合 

（５） 提出書類に虚偽の記載があった場合 

（６） 企画提案書等の内容が仕様書等で定める業務等や最低基準点を満たさない場

合 

（７） 提案額が委託料上限額を超えている場合や内訳が示されてない場合 

（８） 審査の公平性を害する行為があった場合 

（９） その他、著しく信義に反する行為等、失格にすべき行為があった場合 

 

１３ その他 

（１） プロポーザルに係る経費は、提案者の負担とする。 

（２） 提出された書類は、返却しない。 

（３） 提出された書類は、再提出を認めない。 

（４） プロポーザルにおいて提出された提案書等の書類の著作権は、提案者に帰属す

る。 

（５） 個人情報の取扱いについては、印西市個人情報保護条例（平成１２年条例第２

５号）により、個人情報の適切な取扱いを行う。また、情報公開の取扱いにつ

いては、印西市情報公開条例（平成１２年条例第２４号）により行う。 

（６）業務遂行に当たり関係法令等を遵守した事業を行うこととします。 

（７）参加申込者は委託者決定後において、この要領の内容について一切の意義を申 

し立てることはできない。 

１４ 担当事務局 

  印西市 福祉部 社会福祉課  

  担当：稲村・山田・荒川 

〒270-1396 千葉県印西市大森2364番地2 

TEL ：0476-33-4513  

FAX ：0476-42-0381 

E-mail : syafukuka@city.inzai.chiba.jp 


